
   

 
「働き方・休み方改善コンサルタント」の個別訪問によるアドバイスや資料提供をご希望される場合

　は、事前にお電話にてご一報・お問合せください。 
その後、裏面の「個別訪問申込書」を郵送または個別訪問申込書に記載していただく内容をメールで

　送付していただく形となります。 

    

     【お申込み先】 

      神奈川労働局  雇用環境・均等部  指導課 

      〒２３１－８４３４     

      横浜市中区北仲通５－５７  横浜第２合同庁舎１３階 

      ＴＥＬ  ０４５（２１１）７３８０ 

       M a i l  14shidouka1@mhlw.go.jp 
 

※  お申込み後、１週間経過しても担当より連絡 
　がなされない場合には、お手数ですがお問合せ 
　いただければと存じます。 

  「労働時間等設定改善法」に基づき、事業主や労務担当の皆さんからの労働時間を中心とした各

種相談に応じて、アドバイスや指導を行う『働き方・休み方改善コンサルタント』が神奈川労働局

に配置されています。 

『働き方・休み方改善コンサルタント』は、特に、近年は長時間労働の現状にある職場において、

「働き方」の改善に加え、休日や休暇をより労働者の生活ニーズに適合したものに改善していくと

いう「休み方」に重点を置いて、「働き方」と「休み方」の総合的な改善に積極的・効果的に取り組

まれる事業主等の活動を支援いたします。 

直接、貴社にお伺いしてご相談に対応するほか、研修会（ワークショップ）の講師等を行ってお

ります。  
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年      月      日 

  

神奈川労働局  雇用環境・均等部  指導課  あて 

 

個別訪問による働き方・休み方改善コンサルタントのアドバイスを申し込みます。  

事業場名称 
 

 

所 在 地  

電 話 番 号  M a i l （   ）     

担 当 者 

職 氏 名 

職名 氏名 

事 業 内 容   労働者数 人 

相 談 事 項   

 

【個別訪問の希望日時】 日程調整の都合上、希望日時は申込日から2 週間以上空けてください。 

第１希望    　　      年      月      日（   ）     時頃 

 

第２希望    　　      年      月      日（   ）     時頃 

 

第３希望    　　      年      月      日（   ）     時頃 

 

                　〒231-8434 

　　　　　　　　　横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎 １３階 

　　　　　　　　　神奈川労働局　雇用環境・均等部　指導課 
　　　　　　　　　働き方・休み方改善コンサルタント　行 

 

（2024.08） 

個 別 訪 問 申 込 書  

　「個別訪問申込書」は、以下の送付先を切り取り、封筒に貼り付けてご郵送頂いてもか
まいません。 
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